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北朝鮮による拉致問題の早期解決に向けた積極的で強力な行動を求める意     

見書の提出について  

 

地方自治法第９９条の規定により、北朝鮮による拉致問題の早期解決に向けた積極的で

強力な行動を求める意見書を次のとおり提出する。 

 

平成２４年９月２１日提出  

 

新居浜市議会議員   加 藤 喜三男    

新居浜市議会議員   大 條 雅 久    

新居浜市議会議員   岩 本 和 強    

新居浜市議会議員   真 木 増次郎    

新居浜市議会議員   仙 波 憲 一    

新居浜市議会議員   白 簱 愛 一    

 

 

北朝鮮による拉致問題の早期解決に向けた積極的で強力な行動を求める意  

見書  

 

北朝鮮による日本人拉致事件の発生から既に 30年以上が経過し、平成 14年９月の日朝

首脳会談で北朝鮮が日本人の拉致を認めてからも、 10年の歳月が流れている。  

この間、我が国の拉致被害者５人とその家族が帰国した以外には、特別な進展もない

状況が続いており、北朝鮮は、納得のいく説明をすることもなく、極めて不誠実な態度

をとり続けた結果、いまだ政府認定の未帰国拉致被害者や拉致の可能性が疑われる方々

の消息がつかめていない。  

政府から解決に向けた具体策が何ら示されることなく、拉致問題の進展が見られない

中、平成 23年 12月 17日、金正日総書記が死去し、北朝鮮は、金正恩を後継者とする新体



制に移行することとなった。  

拉致被害者の御家族は、北朝鮮新体制において、新たな交渉の窓口を見い出せるので

はないかと期待される一方、混乱状態になった際の拉致被害者の身辺の安全についても

心配されており、再会を待ち続ける方々の心情は、察するに余りあるものがある。  

北朝鮮による日本人拉致問題は、重大な人権問題であるとともに、我が国に対する主

権の侵害であり、国の責任において解決すべき喫緊の課題である。  

よって、国においては、全ての拉致被害者の早期帰国の実現のため、北朝鮮政府に対

し、拉致被害者の再調査を強く求めるとともに、北朝鮮による人権の侵害をさらに一層

広く世界に訴え、強固な国際連携のもとに、拉致問題の全面解決に向け全力で取り組む

よう強く要望する。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

    平成２４年９月２１日  

 

                                                       新居浜市議会    

 

衆議院議長  

 参議院議長  

 内閣総理大臣              宛  

 外務大臣  

 内閣官房長官  

内閣府特命担当大臣（拉致問題担当）  

 

提案理由  

口頭説明  


